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税 

金

◆
◆
◆

家
屋
・
土
地
の
変
更
の

届
け
出
は
税
務
課
ま
で

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1
日
現
在

で
、
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
令
和
7
年

（
2
0
2
5
年
）
中
に
新
築
・
増
築
・
取

り
壊
し
の
あ
っ
た
家
屋
ま
た
は
用
途
の
変

更
が
あ
っ
た
土
地
（
田
畑
を
造
成
し
た
な

ど
）
に
つ
い
て
は
、
税
務
課
ま
で
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

問

税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

所
得
税
な
ど
の
申
告
は

e
‐
T
a
x
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
自
宅
か
ら

e
‐
T
a
x
！

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」か
ら
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
な
ど
の
申
告
書

を
作
成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使

用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利
用
す
る
と
、

給
与
・
年
金
・
医
療
費
・
ふ
る
さ
と
納
税

な
ど
の
デ
ー
タ
を
申
告
書
の
該
当
項
目
へ

自
動
入
力
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
み
取
り
対
応

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
ま
た
は
I
C

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
）が
必
要
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
の
利
用
に
は
、

事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
電
子

証
明
書
の
有
効
期
限
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
有
効
期
限
や
更
新
手
続
き

な
ど
の
詳
細
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
公
式

n
o
t
e
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
自
宅
か
ら
e
‐
T
a
x
で
提
出
さ
れ
た

還
付
申
告
は
、
3
週
間
程
度
で
還
付
。

※
書
面
や
申
告
会
場
（
税
務
署
な
ど
）
で

提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
1
カ
月
～
1

カ
月
半
程
度
で
還
付
。

・
24
時
間
い
つ
で
も
利
用
可
能
。

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
く
。

・
受
信
通
知
か
ら
い
つ
で
も
申
告
内
容
を

確
認
可
能
。

確
定
申
告
に
関
す
る
情
報
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.nta.

go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問

湯
浅
税
務
署
　
☎
6
3
‐
5
3
5
1

事
業
所

◆
◆
◆

令
和
8
・
9
年
度（
2
0
2
6
・
2
0
2
7
年
度
）

入
札
参
加
資
格
登
録
の
受
け
付
け

開
始
（
電
子
申
請
・
紙
申
請
）

令
和
8
・
9
年
度（
2
0
2
6
・
2
0
2
7

年
度
）
の
2
年
間
有
効
と
な
る
、
有
田
川

町
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請
の
受
け
付
け

を
行
い
ま
す
。
今
回
か
ら
紙
申
請
に
加
え

て
、
電
子
申
請
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

有
田
川
町
が
実
施
す
る
入
札
の
参
加
資

格
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
受
付
期
間

内
に
電
子
も
し
く
は
紙
に
よ
り
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
各
部
門
の
申
請
書

の
受
け
付
け
要
領
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

電
子
申
請
の
場
合
、
申
請
書
お
よ
び
添
付

書
類
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
電
子
申
請
を

さ
れ
た
場
合
、
紙
で
提
出
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

な
お
、
現
在
登
録
中
の
方
の
有
効
期
間

は
令
和
8
年
（
2
0
2
6
年
）
3
月
31

日
（
火
）
ま
で
で
す
の
で
、
引
き
続
き
登

録
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
申
請
が
必
要

で
す
。

●
提
出
期
間
／
令
和
8
年
（
2
0
2
6

年
）1
月
5
日（
月
）～
2
月
27
日（
金
）

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
う
。（
郵
送
可
）

※
期
間
後
も
随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、
期

間
内
に
提
出
い
た
だ
い
た
方
を
優
先
す

る
た
め
、
登
録
が
完
了
す
る
ま
で
日
数

を
要
し
ま
す
。

●
提
出
先
／
財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

●
申
請
書
類

・
紙
申
請
／
12
月
か
ら
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、

財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）
ま
た
は
清
水
行

政
局
総
務
政
策
室
で
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
。

・
電
子
申
請
／
12
月
以
降
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
有
効
期
間
／
令
和
8
年
（
2
0
2
6

年
）
4
月
1
日
（
水
）
～
令
和
10
年

（
2
0
2
8
年
）
3
月
31
日
（
金
）

問

財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

デジタル庁
公式 note

書かない確定申告
マイナンバーカード

で自宅から e-Tax

確定申告書はマイ
ナポータル連携に
お任せください

●
e
‐
T
a
x
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト

・
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申
告
。

・
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
・
地
震
保
険

料
控
除
証
明
書
な
ど
の
添
付
書
類
は
、

記
載
内
容
を
入
力
・
送
信
す
れ
ば
提
出
・

提
示
が
不
要
。

※
法
定
申
告
期
限
な
ど
か
ら
5
年
間
、
税

務
署
か
ら
書
類
の
提
出
や
提
示
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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